
 

 

 

 

 

 

青森県内の社会福祉法人が連携して行う社会貢献活動は、「青森しあわせネットワーク」

と称し、支援が必要な人の早期把握と、制度の狭間のニーズや生活課題の具体的な解決を

図ります。 

NO 活動 内 容 

① 

総合相談 

（トータル 

サポート） 

 制度の狭間の生活困窮などのさまざまな課題を抱える者に対し、各

関係機関や住民と連携し、既存の制度や機関に適切につないだり、自

立を支援するための総合的な相談支援を行います。 

② 

経済的援助 

（ライフ 

サポート） 

既存の制度やサービスによる支援が受けられず、緊急性を要する生

活困窮状態にあり、援助の実施により一定の生活の安定が見込める場

合に、概ね 5万円を限度とした経済的援助を現物給付で行います。 

③ 

食糧等の提供 

（フード 

 サポート） 

 既存の制度やサービスによる支援が受けられず、緊急性を要する生

活困窮状態にある者に対し、食糧等の提供を行うために、必要な食糧

等を備蓄し、必要に応じて提供を行います。 

④ 
就労体験・社会参
加活動の提供 
（ワークサポート） 

 就労に不安がある者や就労や社会参加活動を希望する者に対し、社

会福祉法人の機能を活用し、就労の場や社会参加活動の機会を提供し

ます。 

⑤ その他 

既存の制度やサービスでは対応できない新たな課題に対し、社会福

祉法人が有する資源を活用し、社会参加や生きがい支援、居場所づく

り、中間的就労や就労支援、子どもの学習支援や育児支援など、その

他必要な活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参加社会福祉法人及び活動の周知 
○情報提供・マニュアル等の整備、研修の実施 
○協議の場の運営 

制度の狭間で支援が必要な人 

参加社会福祉法人 

 

 

②経済的援助 
ト 

③食糧等の提供 ④就労・社会参加 
ワークサポート 

⑤その他の
活動 

①総合相談 

コーディネート（連絡・調整） 

青森県社会福祉協議会 

経費の支払ＣＳＷ養成 

フードバンク 

食糧等の調整 就労継続等支援 

管理運営 

現物給付 
就労・社会参加 
ボランティア 

相 談 

～青森県内の社会福祉法人が連携して制度の狭間の課題を解決する～ 

社会福祉法人の社会貢献活動 

青森しあわせネットワー

ク 

青森しあわせネットワーク 


